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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　竿装着部を具備するリール本体にハンドル軸及び釣糸案内部を有するロータを回転自在
に支持し、前記ハンドル軸の回転操作で前記ロータを回転してスプールに釣糸を巻回する
魚釣用スピニングリールにおいて、
　前記ロータの釣糸巻き取り時における逆回転を防止する逆転防止装置と、この逆転防止
装置を作動させて前記ロータを逆転防止状態と逆転可能状態に切り換える切換操作部と、
を有し、
　前記切換操作部を、前記リール本体の側面の輪郭内で且つ前記ハンドル軸に対して前記
竿装着部と反対側の領域に回動可能に配設するとともに、前記ハンドル軸の軸芯よりもス
プール側に配設し、かつ、前記切換操作部の少なくとも一部は、前記ロータ後端面よりも
スプール側に位置されていることを特徴とする魚釣用スピニングリール。
【請求項２】
　竿装着部を具備するリール本体にハンドル軸及び釣糸案内部を有するロータを回転自在
に支持し、前記ハンドル軸の回転操作で前記ロータを回転してスプールに釣糸を巻回する
魚釣用スピニングリールにおいて、
　前記ロータの釣糸巻き取り時における逆回転を防止する逆転防止装置と、この逆転防止
装置を作動させて前記ロータを逆転防止状態と逆転可能状態に切り換える切換操作部と、
を有し、
　前記切換操作部を、前記リール本体の側面の輪郭内で且つ前記ハンドル軸に対して前記
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竿装着部と反対側の領域に回動可能に配設するとともに、前記切換操作部はレバー形態で
あり、逆転防止状態（ＯＮ状態）では前記リール本体の側面に沿うように倒伏し、逆転可
能状態（ＯＦＦ状態）では、前記リール本体の側面から起立した状態に夫々切換保持され
ることを特徴とする魚釣用スピニングリール。
                                                                        
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、魚釣用スピニングリールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　魚釣用スピニングリールには、巻き取り操作やキャスティング操作など実釣時にロータ
が釣糸繰り出し方向に逆回転してトラブルが発生しないように逆転防止装置が設けられて
いる。通常、この逆転防止装置は、ロータの逆回転を防止する状態となっているが、例え
ば、キャスティング操作時における仕掛けの竿先から垂らし長さ調節等が容易にできるよ
うに、ロータを逆回転可能状態に切り換えることができるよう切換操作部（レバー）を備
えている。
【０００３】
　そして、前記切換操作部については、巻き取り操作時において、釣人の手や衣服などに
誤って触れ難くするとともに、釣糸が絡むのを防止するために、例えば、特許文献１に開
示されているように、リール本体の後部に設けた凹部内に支持した構成が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１０６２２８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記した切換操作部は、特許文献１にも開示されているように、リール本体の輪郭（リ
ール本体を側面視した状態の外縁）から外部に露出した状態となっているため、実用時や
釣り場移動、輸送時など、外力（落下や他物との接触などを含む）の影響を受けて損傷し
易いという問題がある。また、逆転防止装置は、リール本体の前方側に設けた逆転防止機
構（一方向クラッチなど）に連結するための連結部（軸部）を備えており、特許文献１の
ように、切換操作部をリール本体の後部に配設すると、その軸部が構成上、長くなってし
まい、切換操作時の強度、作動に支障を来し易く、また、重量化するなどの問題がある。
【０００６】
　本発明は、上記した問題に着目してなされたものであり、ロータの回転状態を切り換え
る逆転防止装置の切換操作部を、糸絡みや破損などを確実に防止できるとともに安定した
作動および軽量化が図れる構造にした魚釣用スピニングリールを提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記した目的を達成するために、本発明に係る魚釣用スピニングリールは、竿装着部を
具備するリール本体にハンドル軸及び釣糸案内部を有するロータを回転自在に支持し、前
記ハンドル軸の回転操作で前記ロータを回転してスプールに釣糸を巻回する魚釣用スピニ
ングリールにおいて、前記ロータの釣糸巻き取り時における逆回転を防止する逆転防止装
置と、この逆転防止装置を作動させて前記ロータを逆転防止状態と逆転可能状態に切り換
える切換操作部と、を有し、前記切換操作部を、前記リール本体の側面の輪郭内で且つ前
記ハンドル軸に対して前記竿装着部と反対側の領域に回動可能に配設したことを特徴とす
る。
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【０００８】
　上記した構成の魚釣用スピニングリールでは、逆転防止装置を作動させる切換操作部が
、リール本体の側面の輪郭内で、ハンドル軸に対して前記竿装着部と反対側の領域に回動
可能に配設されており、外部に露出した状態となっていないため、実釣時や釣り場移動、
輸送時など、外力の影響を受けて損傷する可能性が低減する。また、切換操作部は、リー
ル本体の前方側に設けた逆転防止機構（一方向クラッチなど）に対して連結部（軸部）を
介して連結されるが、リール本体の側面の輪郭内に配設したことで、連結部の長さを短く
することが可能となり、切換操作時の強度、作動の安定が図れるとともに、重量化するこ
とが抑制される。
【０００９】
　なお、上記した構成において、切換操作部は、実際に操作時に回動するようにリール本
体に保持されていれば良く、レバー形態にしても良いし、ダイヤル形態にする等、適宜変
形することが可能である。また、ＯＮ状態／ＯＦＦ状態の切り換えについては、それぞれ
の位置で振り分け保持されることが好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ロータの回転状態を切り換える逆転防止装置の切換操作部に関し、糸
絡みや破損などを確実に防止できるとともに安定した作動および軽量化が図れる魚釣用ス
ピニングリールが得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態に係る魚釣用スピニングリールの斜視図。
【図２】図１に示す魚釣用スピニングリールを側面から見た図であり、要部を切り欠いた
部分断面図。
【図３】図２の要部拡大図。
【図４】図３のＡ－Ａ線に沿った断面図。
【図５】図３のＢ－Ｂ線に沿った断面図。
【図６】逆転防止装置及び切換操作部の構成を示す要部断面図。
【図７】図３のＣ－Ｃ線に沿った断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図１から図７を参照して、本発明に係る魚釣用スピニングリールの一実施形態に
ついて具体的に説明する。
【００１３】
　本実施形態に係る魚釣用スピニングリール（以下、リールと称する）１のリール本体１
Ａには、釣竿に装着される先端に竿装着部２Ａを形成したリール脚２が一体形成されてお
り、その前方には、回転可能に支持されたロータ３と、ロータ３の回転運動と同期して前
後動可能に支持されたスプール５とが配設されている。
【００１４】
　前記ロータ３は、スプール５の周囲を回転する一対の腕部３ａを備えており、各腕部３
ａの夫々の前端部には、ベール３ｂの基端部を取り付けたベール支持部材３ｃが釣糸巻き
取り位置と釣糸放出位置との間で回動自在に支持されている。この場合、ベール３ｂの一
方の基端部は、ベール支持部材３ｃに一体的に設けられた釣糸案内部（ラインローラ）３
ｄに取り付けられている。
　また、本実施形態のロータ３は、ロータ３の後端側がリール本体１Ａの前端側の円筒収
容部１Ｂに軸方向で重なるように配設されており、その後端面（底面）３Ａはリール本体
１Ａ（円筒収容部１Ｂ）の外面との間で径方向に一定の隙間を生じさせた状態で回転駆動
するようになっている。
【００１５】
　図７に示すように、リール本体１Ａ内には、ハンドル軸７が一対の軸受け７ａ，７ｂを
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介して回転可能に支持されており、その突出端部には、ハンドル７ｃが取り付けられてい
る。前記ハンドル軸７は、リール本体１Ａの両サイドから突出するように支持されており
、ハンドル７ｃは、公知のように、いずれか一方（右側巻き／左側巻き）に装着され、ハ
ンドルを装着しない側のハンドル軸には、キャップ７ｄが取着されるようになっている。
なお、図１では、上記したロータ３およびハンドル７ｃについては省略されている。
【００１６】
　前記ハンドル軸７には、巻き取り駆動機構が係合しており、この巻き取り駆動機構は、
ハンドル軸７に一体回転可能に装着された駆動ギア８と、この駆動ギア８に噛合するピニ
オン歯部１０ａを具備してハンドル軸７と直交する方向に延出し且つ内部に軸方向に延在
する空洞部が形成された回転駆動軸（駆動部）としてのピニオン１０とを備えている。
【００１７】
　前記ピニオン１０は、ピニオン歯部１０ａの前側と後側とがそれぞれ、リール本体１Ａ
の支持部に嵌合支持された一対の軸受１２ａ，１２ｂにより、リール本体１Ａ内に回転可
能に支持されている。また、ピニオン１０はスプール５側に向けて延出しており、ピニオ
ン１０の先端部にはロータ３がロータナットを介して一体回転可能に取り付けられている
。
【００１８】
　前記ピニオン歯部１０ａの前側に配置した軸受１２ａの前方側のピニオン１０上には、
逆転防止装置２０を構成する一方向クラッチ２１が取り付けられており、リール本体１Ａ
の外部に設けられた切換操作部３０を回動操作することで、ハンドル（ロータ３）の釣糸
繰出し方向の逆回転を防止するようになっている。
　すなわち、切換操作部３０を回動操作することで、ロータ３を逆転防止状態（逆転防止
装置のＯＮ状態）と、逆回転可能状態（逆転防止装置のＯＦＦ状態）の切り換えができる
ように構成されている。
【００１９】
　前記ピニオン１０の内部に形成された空洞部には、ハンドル軸７と直交する方向に延出
し、先端側にスプール５を装着したスプール軸１５が軸方向に移動可能に挿通されている
。前記スプール軸１５は、ピニオン１０に連結されるギアトレインを介して駆動されるス
プール往復動装置４０によって前後に往復動される。
【００２０】
　前記スプール往復動装置４０は、前記スプール軸１５と平行となるようにリール本体内
に回転可能に支持され、外周面に螺旋溝４１ａが形成された螺軸４１と、前記螺旋溝４１
ａに係合する係合ピン４３ａを保持し、前記スプール軸１５の後端にビス４３を介して固
定された摺動子（スライダ）４４と、摺動子４４を前後方向に摺動するようにガイドする
ガイド軸４５とを備えている（図７では、摺動子４４の位置が図３の断面線Ｃ－Ｃの位置
に前方側に移動したものとして示されている）。また、スプール往復動装置４０は、図４
に示すように、前記駆動ギア８によって回転駆動されるピニオン１０の歯部１０ａと噛合
する動力伝達ギア（ギアトレイン）４７を備えている。本実施形態の動力伝達ギア４７は
、二段ギアとして構成されており、ピニオンの歯部１０ａと噛合する大径ギア４７ａと、
大径ギアに併設される小径ギア４７ｂとを備えており、この小径ギア４７ｂが前記螺軸４
１の端部に固定された入力ギア４１ｂに噛合することで、ハンドル軸７の回転駆動が減速
されて前記螺軸４１に伝達される。
【００２１】
　上記した構成により、ハンドル７ｃを巻き取り操作すると、駆動ギア８及びピニオン１
０を介してロータ３が回転駆動される共に、駆動ギア８、ピニオン１０、動力伝達ギア（
二段ギア）４７、入力ギア４１ｂを介して螺軸４１が減速して回転駆動され、摺動子４４
に固定されたスプール軸１５（スプール５）が前後方向に往復動される。したがって、釣
糸は、回転駆動されるロータ３の釣糸案内部３ｄを介してスプール５に均等に巻回される
ようになる。
【００２２】
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　次に、上記した逆転防止装置２０（一方向クラッチ２１）、及び、これを指を掛けての
操作で作動させる切換操作部３０の構成について説明する。
　図３に示すように、前記一方向クラッチ２１は、ピニオン１０に対して回り止め嵌合さ
れた内輪２２と、内輪２２の外側で複数の転がり部材２６を周方向に亘って保持する保持
器２３と、保持器２３の外側に配された外輪２５とを有している。前記外輪２５の内周面
には、公知のように、保持器２３によって保持された複数の転がり部材２６がフリーに回
転できるフリー回転領域と、複数の転がり部材２６の回転を阻止する楔領域とが形成され
ており、各転がり部材２６は、保持器２３に設けられたバネ部材（図示せず）によって楔
領域に付勢されている。
【００２３】
　このような構成の一方向クラッチ２１において、ピニオン１０と共に内輪２２が正回転
（ロータ３が釣糸巻取り方向に回転）すると、保持器２３に保持される転がり部材２６が
外輪２５のフリー回転領域に位置され、そのため、内輪２２の回転力が外輪２５に伝達さ
れず（外輪２５によって阻止されず）、したがって、ピニオン１０とともにロータ３が支
障なく回転する。これに対して、ピニオン１０と共に内輪２２が逆回転（ロータ３が釣糸
繰出し方向に回転）しようとすると、保持器２３に保持される転がり部材２６がバネ部材
によって外輪２５の楔領域に位置するため、内輪２２の回転力が外輪２５に伝達され、こ
れがストッパとなって、ピニオン１０及びロータ３の逆回転が阻止される（一方向クラッ
チの逆転防止状態；ＯＮ状態）。
【００２４】
　前記一方向クラッチ２１の逆転防止機構の作動は、切換操作部３０の回動操作によって
、上記した逆転防止状態から逆転可能状態（ＯＦＦ状態）に切り換えできるようになって
いる。具体的には、切換操作部３０は、リール本体１Ａ内でスプール軸１５と略平行に延
びる切り換え軸３１を有しており、この切り換え軸３１の先端突部３１ａは保持器２３の
径方向に延びる延出部２３ａの係合孔２３ｂに係合して連結されている（図５、図６参照
）。また、切り換え軸３１の基端部はビス３３によって切換操作部３０に固定されており
、切換操作部３０を回動操作することにより、切り換え軸３１を介して保持器２３を周方
向に回動させることが可能となっている。この場合、切り換え軸３１には、リール本体１
Ａとの間で振り分けバネ３６が取り付けられており、保持器２３の回動位置を２か所（Ｏ
Ｎ状態とＯＦＦ状態）で振り分け保持するように構成されている。
【００２５】
　すなわち、切換操作部３０を回動して、保持器２３の回動位置がＯＮ状態（図４Ｐ１の
位置）となるように振り分け保持されると、転がり部材２６は、上記したように、内輪２
２（ピニオン）の正回転を許容するとともに逆回転を阻止する状態に保持される。また、
切換操作部３０を回動して、保持器２３の回動位置がＯＦＦ状態（図４のＰ２の位置）と
なるように振り分け保持されると、転がり部材２６は、バネ部材の付勢力に抗して外輪２
５のフリー回転領域に強制的に位置し、内輪２２（ピニオン）の正回転及び逆回転を許容
する状態に保持される。このように、切換操作部３０を回動操作することで、ロータ３の
正回転を許容して逆回転を防止する位置と、ロータ３の正逆回転を許容する位置との間で
選択的に切り換え操作できるようになっている。
【００２６】
　本実施形態の切換操作部３０は、レバー形態で構成されており、リール本体１Ａの側面
の輪郭内で且つ前記ハンドル軸７に対して前記竿装着部２と反対側の領域に回動可能に配
設されている。ここで、リール本体１Ａの側面の輪郭とは、図２及び図３の点線Ｅで示す
ように、リール本体１Ａの外形状を規定するエッジを意味しており、切換操作部３０は、
このエッジＥの領域内に配設され、かつ、その領域から突出しない（露出しない）ように
配設されている。
【００２７】
　従来の魚釣用スピニングリールにおける逆転防止装置を作動させる切換操作部は、本体
１Ａの輪郭から突出する（外側にはみ出る）ように配設されていたため、実釣時に釣糸が
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絡みやすく、釣り場移動時や搬送中に他物が接触して破損などが生じる可能性があったが
、本実施形態のように、リール本体１Ａの輪郭内に配設し、ハンドル軸７に対して前記竿
装着部２と反対側の領域に回動可能に配設したことで、外側にはみ出ることはなく、糸絡
みや破損などを効果的に防止することが可能となる。
【００２８】
　また、切換操作部３０を、本体１Ａの輪郭内に配設し、更には、ハンドル軸７の軸芯よ
りもスプール側に配設したことで、一方向クラッチの保持器２３と連結される切り換え軸
３１の長さを短くすることができ、これにより連結部分での強度が向上して作動を安定化
できるとともに、軽量化することが可能となる。また、切換操作部３０がロータ側に近い
位置にあることから、実釣時や取り扱い時に、ロータ３の径方向の膨出によって指などの
他物が切換操作部３０に誤って触れてしまうことがなく、逆転防止装置が誤作動すること
が防止できる。特に、本実施形態では、切換操作部３０の少なくとも一部を、前記ロータ
３の後端面３Ａよりもスプール側に位置するように配設したことで、切換操作部３０の一
部がロータ３によって覆われた状態となり、他物が接触等し難くなり、破損や誤作動など
を確実に防止することができる。
【００２９】
　また、本実施形態では、回動操作される切換操作部３０を、レバー形態としており、そ
の基端側を前記ビス３３によって支持し、リール本体の１Ａの側面（リール本体を閉塞す
るカバー体）１Ｃに対して、図４に示すように、起伏するように構成しているため、特許
文献１に開示された構成のように、竿装着部の後側で幅方向に回動配設する構成と比較し
て、一方向クラッチの状態を直ちに把握することが可能となる。この場合、実釣時等にお
いて、逆転防止装置をＯＦＦ状態（逆転可能状態）に切り換えておくことは稀であること
から、リール本体１Ａの側面に沿うように倒伏して保持された状態Ｐ１を逆転防止状態（
ＯＮ状態）とし、逆転可能状態（ＯＦＦ状態）では、リール本体１Ａの側面から起立した
状態Ｐ２に夫々切り換え保持することが好ましい。
【００３０】
　また、前記リール本体１Ａの側面（カバー体）１Ｃの表面に凹部１ｄを形成しておき、
切換操作部３０が倒伏した際、切換操作部が表面からできるだけ突出しないように構成す
る（切換操作部３０と側面１Ｃが略面一状になる）ことが好ましい。このような構成によ
れば、糸絡みをより効果的に防止できるとともに、他物が引っ掛かることが確実に防止で
きる。
【００３１】
　また、上記したような切換操作部３０を起伏させる構成では、切換操作部３０を倒伏し
たＯＮ状態で、リール本体の側面１Ｃとの間で空間が生じるように切り換え保持させるこ
とが好ましい。例えば、本実施形態では、前記凹部１ｄ内に凸部１ｅを形成しており、切
換操作部３０が倒伏した際に、凸部１ｅに当て付いて、回動位置を規制しており、凸部に
よって空間Ｓが生じるようにしている。
【００３２】
　このような構成によれば、切換操作部３０をＯＮ状態からＯＦＦ状態に回動操作する際
、空間Ｓにより指を引っ掛け易くなり、操作性の向上が図れる。なお、このような空間Ｓ
を形成する方法としては、上記以外にも、切換操作部３０の先端側を細径化しても良いし
、先端側にテーパ３０ｃを形成しても良い。
【００３３】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上記した実施形態に限定され
ることはなく、種々変形することが可能である。上述した実施形態では、回動操作される
切換操作部３０は、レバー形態としたが、指で押し付けて回動操作可能なダイヤル式にし
ても良いし、ダイヤルの一部に指で摘まめるように突起を有する構成にする等、適宜変形
することが可能である。また、切換操作部３０の配設位置は、図３のエッジＥの範囲内に
納まっていればよく、その位置については適宜変形することが可能である。また、本発明
は、逆転防止装置を作動させる切換操作部に特徴があり、それ以外の構成については、図
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に示した実施形態の構成に限定されることはない。
【符号の説明】
【００３４】
１　魚釣用スピニングリール
１Ａ　リール本体
２Ａ　竿装着部
３　ロータ
５　スプール
７　ハンドル軸
１０　ピニオン
２０　逆転防止装置
２１　一方向クラッチ
３０　切換操作部
Ｅ　リール本体の側面の輪郭

【図１】 【図２】
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